
【事務総局会議配布資料1】

裁判の迅速化に係る
検証に関する報告書
（概要〉

令和3年フ月

最高裁判所事務総局
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●迅速化検証について

裁判の迅速化に関する法律8条1項に基づき,･裁判の罐化に係る総合的，客観的かつ多角的な検証を実施
！

!【従前の迅速化検証】

統計デｰﾀを用いた審理期間等の検証と裁判手続の実情調査を行い,検証検討会を開催した上で,検証結果を公表
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【第9回の迅速化検証】
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症感染拡大が裁判に与えた影響や対応状況を鯛査,整理じた上で,i
,従前の枠組みで検証を行い,検証検討会を開催した上で,検証結果を公表
※東京地家裁本庁でのｺﾛﾅに関する影概･対応状況の調査，
民事･刑事･家事各1か所を対象に実情飼査（感染防止の観点からｳｭプ会識を利用）を実施
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《参考》検証検討会委員について
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(一橋大学大学院法学研究科教授）

(弁謹士［第二東京弁護士会］）

(政策研究大学院大学特別教授）

(最高検察庁公判部長）

(東京工業大学環境･社会理工学院教授）

(東京大学大学院法学政治学研究科教授）

(読売新聞東京本社社会保障部長）

(東京地方裁判所判事）

(東京地方裁判所判事）

(京都大学大学院法学研究科教授）

(弁護士［第二東京弁護士会］）

山本和彦

出井直樹

井堀利宏

畝本直美

奥山信一

川出敏裕

小林篤子

平出喜一

森田浩美

山田 文

横井弘明

長
員
座
委
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新型コロナウイルス感染症を巡る社会的事象と裁判所対応の全体像
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I令翻2年 ！|認2年I 社会的襄籔
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⑥感染拡大防止策．

･手洗い‘咳ｴﾁｹｯﾄの励行
・ﾏｽｸ着用の推奨
･傍聴席における間隔を空けた着席のお願い
､｢三つの密｣の回避等

鯵期日の性質や当事者の意向を踏まえた期日の取消し

国内で初の感染者を確認1月16日
■ﾛ

内閣総理大臣，全国刎'学校等の
3月2日からの臨時休校を要請

2月27日３
Ｊ
ノ
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政府が新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策
の基本的対処方針を決定

3月28日

緊急事態宣言
期間:5月6日まで
対象地：7都府県

4月7日
●感染が拡大していた特定警戒都道府県を中心に『
裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小
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緊急事態宣言，全国に拡大4月16日
■ -中 むり ﾛ

令

緊急事態措置の実施期間を
5月31日まで延長

5月4日
●事態の長期化に伴い，裁判手続の再開に向けた検討

●緊急事態措置の対象にならなくなった地域で，

鶯護溌鶏薑雷地域の実情にも留意しながら’
5月14日
5月21日

緊急事態措置の対象地の縮小

緊急事態解除宣言5月25日
も も

●最高裁において，公衆衛生学等の専門的知見に基づき，
裁判所の感染防止対策の在り方を整理･公表 、
（ﾏｽｸ着用の徹底，傍聴席の利用制限の緩和等）

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症分科会が，
業潅配りガｲドﾗｲﾝの実効性を
より高めていくこと等を提言

､

11月9日

－－－一一.三二一ー

｝
●効果的な感染防止対策を実施しつつ．

電話会議やｳｪブ会議の活用など裁判運営上の工夫等を行い，
対象地域の裁判所でも｝裁判業務を継続

|緊急事態宣言

| 対駕謹鴨府県に拡大）
（参考）

令和3年
1月7日
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０令和2年の月ごとの事件の概況（東京地裁本庁，東京家裁本庁）
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◆緊急事態措置の実施期間中（令和2年4月及び5月の統計） ，：緊急性の高い業務を除き，業務を縮小

＝既済事件数：前年同月より減少（業務縮小の範囲の違凶こ応じて減少幅に差）

なお,新受事＃齢前年同月より減少(受付業務I鐸急事態措置舅誠潮間中も継続）

・緊急事態解除宣言後：感染防止策を講じながら段階的に業務再開

‐既済事件数は令和2年6月から8月にかけて徐々に回復

藷瓢2鋸 醗舅雲
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各事件別新受事件の前年同月比
各事件別既済事件の前年同月比
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’東京地裁本庁及び東京家裁本庁における具体的な対応状況等
一 一 一一

１
幾
一■ 蕊患霞藤置濤塞濁Ⅲ濡翻屋年禦偏訊剛蔵

●感染拡大防止策の実施、

・ﾏｽｸ着用の推奨,体調不良理由の不出頭を不利益に取り扱わな↓錯置，
法廷の傍聴席の利用制限，「三つの密｣の回避（狭し暗N屋の利用の回避）等

・期日の性質，当事者の意向な壁踏まえた期日の取消し
裁判員裁判対象事件:令和2年3月2日舵の学校の休校要請を踏まえ,3月の期日の多くを取消し

、
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■緊急雲鱈謄置顔雲施駆闘顧総和2年4月ｱ園趨同離層肩|25IE

◆裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小

' 霊謹鳥鰯葱繊続
民事：保全事件，DV事件等
刑事：被告人力吻留されている公判事件等 、

家事：保全事件，子の引渡しや婚姻費用･養育費請求事件のうち，特に急ぐもの等

．それ以外(民事通常訴訟,裁判員裁判対象事件,家事調停事件等） ＝業務縮小(期日の取消し等）

令和|璽年噂煽ア圓瑠同蕪雪掴|291圓態措置繊謂施駆間聴《斜蕊急霞蕊鳶措置 》
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●感染防止措置を講じながら段階的な業務の再開，裁判運営上の工夫 I
・民事：電話会議，ｳｪﾌ会議の利用，使用可能な法廷等が限られることを踏まえ期日充実八の検討の機運の高まり

・刑事：法壇におけるｱｸﾘﾙ板の設置，広い評議室の使用等の感染防止策を講じながら裁判員裁判を実施 ．

・家事：電話会議の活用を含む'事案等に応じたﾒﾘ八りをつ味調停運営等'鯛停の本質.利点に立ち返って調停運営の在り方を検討」
4



◆

一一 ー④二－－－－■一一 一口 凸一F～ －℃一一一 ～ ー 今 ■ ご÷■－－－口÷一一 ｡

I検証検討会での議論 (委員等の意見）
I

一一

令和誠遡凋ご塗罐X測溺識重職て
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6新受件数について

・民琴事件について
緊急事態解除宣言後もｩ新受事件の回復が緩やかであり,感染拡大前の状況帳づていない点について議歸

吟羅霧震謝暴鞘宣辮燃盟課鵜壽藻騨撫蒜撫澱はないか？
・刑事事件について
緊急事想宣言中は,大幅に新受事件が減少している背景につしYて議論

吟驚謹耀繍蕊霊醗驫瀦識ぅ職瑠雛謄瀞に行い′
ぞもそも,緊急事態宣言中は,人の外出が抑制されたので,街頭犯罪の発生自体掘った影響。
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i.●未済件数について

既済件数は令和2年8月以降,締むね感染拡大前の状態に戻づているが，

吟この点について,既済件数を増やすことj富けに囚われるのではなく， ’未済件数は緊急事態宣言前の状態まで至っていない。

適正かつ充実した事件処理を行うこと砿切てあるとの指摘あり
一一一■ 一一一■ －－ － －

－－－－－－－－－－
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令和2年4月の緊急事態宣言中に業務を縮小し,緊急性の高い事件に絞って事件処理を行った点について議論

坤この点について,委員から以下のような指摘があった。
・裁判所の業務は社会的に重要なものであり,裁判を止めることの影響は大きいことが明らかとなった｡

・令和2年の緊急事態宣言時は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の実態もよく分かっておらず,広めの対応をしたことはや’

・令和2年の経験を生かして，今後は工夫をしな泥乗り切づていくこと力吠事である。

広めの対応をしたことはや

、
１
１
ノ

０

▽
ｂ
Ｕ
０
■
ｒ
ロ
■
甲
。
－

むを得ない。

、〆 ｡
ｰ－－ー一夕－甲 ○一邑 一 一一 ー一 一』－ 一凸一 全 一

一一 チ

一争 ＝●■､ 寺｡
｡｡一画一一色一■一千争一 ■■■■

一一 一

I新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて’
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●今後0

新型．

吟
｜
｜

●審理0

今後の

審理の

q

事件動向等について

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の収束までにはなお一定の期間を要すること減見込まれる
、

ノ

今後の統計デｰﾀの分斬では,新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の状況や影響等に引き続き注意を払う必要

また,感染拡大の影響や生活様式の変化などに伴って，
裁判所に提起封1る事件の類型や内容が変化する可能性にも配慮することi泌要

充実に向けた取組等について

民事･刑事･家事を問わず，適正迅速かつ充実した審理のために認識共有が必要であり，
認識共有のためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをいかに図るかといった課題に取蝿んできた

1 ，
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叫護蟹遮磯擢姿穂薑組等･状況にも注視し職がら′
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II 民事第一審訴訟事件全体の概況

､新受蝿齢繍む娠感瀝鐸しれ{賊……溌一
《※ただし，令和2年のデｰﾀには‘輔型ｺﾛﾅｳｲj嫁感霊錘及び緊愈事魍童冨発出嘩嬰もあると思われる。）’ ’
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民事第－審訴訟事件全体の概況
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－ ． － －－－－－_.‐ ‐ ‐ 【平均喜理期間の推移】
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鐙平均審理期間は近年再び巨期化傾向にある
・平均審理期間は，平成22年頃から平成27年まで
長期化が続き，その後ほぼ横ばいに推移した城
近年は再び長期化

（※ただし，詞ﾛ2麺デｰﾀには,砺型ｺﾛﾅﾜｨﾊ風感染症拡大及び
緊急享殿璽宮の発出の影田もあると思わﾈ1る.）
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●争点墜理期間が長期化傾向にある ●例風期間Z年超の未済事件は増加傾向にある
・手続段階別に平均期間を見ると，第1回口頭弁詰から人証調べ開始 ・係属期間2年超の未済事件の数及び全未済事件に占める
まで（争点整理期間）の平均期間が長期化 割合は，おおむね増加傾向．

|繍議崖讓’
R2:ユ万2267件(H30から的3000件堪加）

．訴え提起から第1回口頭弁論までの平均期間も近年長期化の傾向 RZ:10, 796(H30から1. 896jgm)
（※ただし,令和2…~ﾀには,新型｡”ｳｲﾙｽ感嘩拡大及XJ緊急亭哩画発出の影画もあると思われる.）
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●在るべき姿 ●実情
｝･準備事項を踏まえた提出期限の設定 ＝･代理人は,予定どおりに準備を行うことができず，
＝･代理人は必要な準備（依頼者本人との面談， 期限圏きりに提出できないことが少なくない ・
作成した準備書面似確認等)を行い,． ・裁判所は,形式的に内容の薄し壗面が提出されても意味がないとして，
期限内に準備書面を提出 一通りの督促しか行っていない

－.相手方及び裁判所は提出された準備書面を踏まえて＝・相手方や裁判所は事前準備をできず;実質的な争点整理ができない
事前準備を十分に行った上で期日に臨む ｡
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‐躯溌髄諒蕊国難鍛鯛；
e一定の取組は行われているものの，裁判所･当事者間の認識共有は不十分

一|ロ
争いのある事実･ない事実の切り分け，証拠の重みを確認する議歸が不十分 ，
対立が激しし澪案については，裁判所は着目点を何となく分かる程度に言及するに止めることもある
．裁判官は質問の理由を必ずしも十分に説明せず，罐人からも理由を尋ねていない
・ノンｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾙｰﾙ下での議論が行われていない．

， ．代理人とじては，裁判官の質問に答えられないことが多い

|･繍的噌薑謡篤蕊鞭蕊,,記録化I坏雲(雷悶璽項と…幟議点に鋺憧てい”
代理人 ：争点の確認･記鯛上は不十分

裁判官は,調書に争点を記載することはほとん鑓:く,仮に記載するとしても有益な記載はない.(例:交通頴件で争点は陣故態様jとのみ班麺）
裁判官がどこに着目しているか分からないまま尋問となり，判決を読んでようやく着目点が分かるといったこともある．
裁判所からの争点整理案の提示と代理人による修正を通じて裁判所の認識を把握した経験がある弁謹士もいるが,そのような経験が
ない弁震士も多い．

甲扇鰯＝雛勘蛎萄…

裁判所 ： 内部での意見交換，弁護士の有志との意見交換な助一定の取組
弁謹士会：裁判所との意見交換に出席してし噂い弁護士にその結果力睡元されてしなし噂ど，
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（4蝿模の地方裁判所本庁1庁とこれに対〃詞司る単位弁霞士会を対象とした詞査で現れた当地の実情） I|民壼実情調査の緯塞
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巻合議に付されるべき事件は適切に合議に付されている
’ ・合議基準の設定
・新件を部内で検討する際に,①明らかに合鋪当,②明らかに単独相当,③判断に迷うとの分類を行って検討

④合議に付したことにより審理が停滞することはない
・合議に付したことによって，かえ.て事件…が停滞する問題は生じていない
・合議に付して裁判長が争点整理をしたところ,事件の塞権人だ
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、充実した争点整理の実施
・審理の早い段階から，争いのある事実･なし潭実を切り分ける
・争点整理の終盤には，主張整理表を作成して鯛書に添付
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裁判所において，裁判体の構成員の間で充実した合議を行うこと派きるかについて,各種”組を検討
裁判所･弁護士会の有志との間で意見交換会を実施
他方で,弁護士会内部では,特に合議事件についての意見交換I嵩ﾃわれてしない

－－

－1

Ｉ

＊

｜
】

、

、
ノ - ~~ ． -‐ ‐ －‐－ ． 1

職耐熱融職蕊鑓鵬

令和2年4月･5月には，一定の類型の事件を除き，民事裁判の全ての期日を取蝿Lﾉたが’
同年6月末以降はほぼ通常齢りの業務態勢に戻った
業務再開の際は,早く進行させるのが望ましい事案から再開
再開後,期日を開かずに審理を進める又は民事調停法i7条に基づく決定を活用して終局させる工夫
ｳｴﾌ会議の方法による協議は,当事者の表情を含めてｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝができるので,電話会議より使いやすい
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合議体による審理充実への積極的な取組により一定の成果力『上がっている

合議体による審理により,裁判官の知見が集約でき, ,事件の見通しがうきやすく,多角的な観点からの意見により適切な結識出せる
合議体による審理のﾒﾘｯﾄを利用者，弁護士に分かりやすく伝えること城必要
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職離鯵棚澱…膨蕊職競鰯曹蕊猶⑳雷,毒腫劃撫て

■
●感染症拡大の影響により，期日栂ド常に貴重となり，汐

●参考となる取組･工夫の紹介

＝､書面による準備手続の活用，ｳｴﾌ会議，裁定和解，

|栂F常に貴重となり，次回までに何を準備し，期日に何をするのかを意識するようになゴ造

ｳｪﾌ会議，裁定和解，調停に代わる決定など
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毎充実した争点整理のためには，各期日において何を議論するのがを明確にし，目的意識を持った期日の運営を心掛けることb泌要
裁判所及び代理人が十分な準備をして期日に臨むことが不可欠．
④期日間準備の実情について ・ ・
・・利用者である当事者のため,法曹関係者全員力期限は守られるべきということを強く意識すること〃前提
→準備書面漉限どおりに提出されるようにするために，以下の点のほか，どのような方策が有効であるかを具体的に検討することが必要
・代理人：準備書面作成のためlこ必要な期間を的確に把握
・裁判所:代理人に必要な期間を踏まえた提出期限次回期日を謎る
今期限が守られていなし蝪合の訴訟指揮の在り方につしvて,以下畷旨摘を踏まえて,具体的な検討机必要
・裁判所:準備書面を陳述させないことを含め,毅然とした態度を示すこと力泌要

’

|轡期日における争点轡里の美晴について，
|今裁判所と代理人との間での意思疎通を改善するため{こ'あるべき争点整理の姿を踏まえ,以下の点を踏まえた具体的な工夫例等を検討
裁判所；前提となる判断枠組みを共有できるよう明示的に議論した上，発言の意図を丁寧に説明弱
代理人g裁判所の発言の意図を確認すぢ．

巻争点整理を充実させるための組織的取組
＝:裁判所における取組を継続するほか,取組力瞬護士会全体に浸透するような具体的な改善策の検討が必要

F－
含隷潅蕊薙濯璽溺職鶴蕊韮訓遮

、合識による審理を充実させる方策の積極的な取組に一定の効果 ．
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迅速化の意義を認識した上で，個々の裁判員裁判終了時の振
手続の在り方について，事件類型を意識しつつ具体的に議論し，

2）につしYて共通認識を形成していくことﾒ腫要

個々の裁判員裁判終了時の振返りや法曹三者による研究会等の場で，公判前整理
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要する期日回数が異なっている。
送達できない場合,.､移送の場合=今第ユ回口頭弁論まで時間を要じている。
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●裁判官

○裁判所力泌要と考える争点につしYてのみ求釈明
●弁護士・

○裁判所にとっては周辺事情石も， ・
代理人としては主張せざるを得なし蝪合あり． 、
＝･事案によ.て陳述雷に記蔵するな助工夫
・主張の関連性･必要性についての裁判官の考えを
示してもらえると有益 ． ． ,

○争点整理の蔵爺.．

＝､裁判所主導で行襄もらいたいという意見

●裁判官

○当事者に対し, .－度目の調査嘱託の申立てについては
広く採用するが二度目は関連性を厳しく審査すると説明
○訴訟代理人が相手方と対立する場合,任意開示が困難
＝長期化しやすい傾向

●弁護士

○調停段階から開示できる資料は積極的に開示
○相手方の調査嘱託の申立てについて，
’迅速な進行のためできる限り同意
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検証検討会での議論（委員等の意見）
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e民事事件以上に,新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染拡大の中での対応を求められる場面が多い。
・同感染症による紛争の発生.拡大.生活に直結し拠理を遅らせるわけにいが秘墹題(養育費.婚姻費用等） I
●期日の所要時間に目檬篭設定し，
＝調停委員等の関係者におし’
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0所要時間に目標を設定し， 硬直的な運用は避けつつも実践
調停委員等の関係者において,限られた期日の時間の中で何をすべきかという意識が醸成.向上
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争新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染拡大を契機として,調停の本質･利点に立ち返り,調停運営の在り方自体を
見直そうという家裁の取組について好意的評価 ．
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●事案に応じたﾒﾘ八りのある調停運営の重要性 ，
＝個々の事件の内容を具体的に見ながら刈八ﾘのつけ方を見極めていくこと力泌要
＝裁判所内部のみならず,弁護士(手続代理人)も含めて,議論の深化劉待
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心新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響によ卿日の所要時間に制約
=i回1回の期日の充実化がより一層重要

⑬新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響により双方同席説明が困難？
‐調停委員会と当事者との間における争点等の認識共有の手段を考える必要

◆当事者による自主的紛争解決という観点からも,調停委員が法的見解を伝える際の十分な理由の説明が重要
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聯裁判所聯裁判所 ：より積極的な争点整理八の関与が求められる。

お訴訟代理人：当事者本人の要望による制約はあるが，
主張立証の拡散を回避するための工夫例も

‘ （例:争点整理上関連性は低しW,
当事者本人が強調したい点は，
陳述書に記載）
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裁判所と
訴訟代理人の

認識の共有と協働
ﾒﾊ必要
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⑥求められる迅速性の程度は，
離婚調停と人事訴訟を含む手続全体の中でｹｰｽｲｹｰｽで考えていくべき
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⑧調停の本質･利点に立ち返って，利用者のﾆｰズや生活様式の変化に対応する調停運営の在り方を模索する取組
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離婚事件の特徴（未成年子の利益への重大な影響等）を十分に認識した上で，
紛争解決の実現に向けて協働する必要
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